
令和３年度包括外部監査結果に係る措置状況報告書

【東大阪市の一般会計における補助金、助成金、交付金、利子補給金その他補助金の

性質を有する一切のものに係る財務事務の執行及び管理の状況について】

（令和５年８月）

東大阪市



１．監査の種類

 包括外部監査

２．令和３年度の監査テーマ

「東大阪市の一般会計における補助金、助成金、交付金、利子補給金その他補助金の性質を有する一切のものに係る財務事務の執行及び管理の状

況について」

３．監査結果に基づく措置状況一覧（令和５年６月末日時点）

１ページから８ページのとおり

４．措置状況の内容（令和５年６月末日時点）

  ９ページから４８ページのとおり

なお、１回目報告（令和４年６月末日時点）で、すでに措置済み又は不措置として報告しているものは除いています。

５．措置状況の語句説明

措置済み … 結果及び意見に対し、措置が完了しているもの

措置中 … 結果及び意見に対し、具体的な措置を実施中だが、完了に至っていないもの

措置予定 … 結果及び意見に対し、措置を行う予定だが、具体的な措置は開始されていないもの

検討中 … 結果及び意見に対し、措置を行うかどうかを考慮中であるもの

不措置 … 結果及び意見の対象が消滅したために措置を講じる必要がなくなったもののほか、措置を行わないことを決定したもの

※ 本報告書における措置状況の取りまとめは、市長公室内部統制推進室で行っています。



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容一覧（令和５年６月末日現在）

整理
番号

結
果

意
見

監査の結果又は意見の概要 担当課
措置の状況

(令和4年6月末日)
措置の状況

(令和5年6月末日)

1 〇
運用基準の要求事項と運用実態との乖離の是正（団体に対する補助について補助
率の上限の設定がない）

行財政改革課 措置予定 措置予定

2 〇
運用基準の要求事項と運用実態との乖離の是正（団体に対する補助について終期
の設定がない）

行財政改革課 措置予定 措置予定

3 〇
運用基準の要求事項と運用実態との乖離の是正（団体に対する補助について終期
の設定がない）

行財政改革課 措置予定 措置予定

4 〇
運用基準の要求事項と運用実態との乖離の是正（団体に対する補助について補助
金の交付先から領収書等の提出がない）

行財政改革課 措置予定 措置予定

5 〇
運用基準の要求事項と運用実態との乖離の是正（団体に対する補助について補助
金で購入した備品等に補助事業であることの表示がない）

行財政改革課 措置予定 措置予定

6 〇
運用基準の要求事項と運用実態との乖離の是正（団体運用基準により難い場合に
求められる理由等の公開がない）

行財政改革課 検討中 検討中

7 〇
運用基準の要求事項と運用実態との乖離の是正（団体運用基準により難い場合に
求められる理由等の公開がない）

行財政改革課 検討中 検討中

8 〇 運用基準の改訂 行財政改革課 措置予定 措置予定

9 〇 運用基準の適用範囲の見直し 行財政改革課 措置予定 措置予定

10 〇 望ましい補助金に関する事務遂行に関しての全庁的な展開 行財政改革課 検討中 検討中

11 〇
継続的に補助金等の必要性を問う仕組み、モニタリングを行う仕組み、そのための
補助金等の情報開示

行財政改革課 検討中 検討中

12 〇
継続的に補助金等の必要性を問う仕組み、モニタリングを行う仕組み、そのための
補助金等の情報開示

行財政改革課 検討中 検討中

13 〇 行財政改革プラン等における目標設定 行財政改革課 検討中 検討中

14 〇 公金に準じた取扱が求められる現金等の取扱に関するマニュアルの整備 内部統制推進室 措置中 措置済み

15 〇 事務局業務を担う期限の設定と解消 行財政改革課 検討中 検討中

16 〇 自主防災組織活動補助金 危機管理室 措置済み
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容一覧（令和５年６月末日現在）

整理
番号

結
果

意
見

監査の結果又は意見の概要 担当課
措置の状況

(令和4年6月末日)
措置の状況

(令和5年6月末日)

17 〇 自主防災組織活動補助金 危機管理室 措置中 措置中

18 〇 防犯灯維持管理費補助金 公民連携協働室 検討中 検討中

19 〇 防犯灯設置費補助金 公民連携協働室 措置済み

20 〇 職員厚生事業補助金 給与福利課 措置中 措置済み

21 〇 職員厚生事業補助金 給与福利課 措置中 措置済み

22 〇 職員厚生事業補助金 給与福利課 措置済み

23 〇 医工連携事業化促進補助金 モノづくり支援室 措置済み

24 〇 医工連携事業化促進補助金 モノづくり支援室 措置中 措置中

25 〇 医工連携事業化促進補助金 モノづくり支援室 措置済み

26 〇 医工連携事業化促進補助金 モノづくり支援室 検討中 措置中

27 〇 産業創造勤労者支援機構運営補助金 モノづくり支援室 措置済み

28 〇 産業創造勤労者支援機構運営補助金 モノづくり支援室 措置済み

29 〇 産業創造勤労者支援機構運営補助金 モノづくり支援室 措置中 措置中

30 〇 産業創造勤労者支援機構運営補助金 モノづくり支援室 措置済み

31 〇 産業創造勤労者支援機構運営補助金 モノづくり支援室 措置済み

32 〇 産業創造勤労者支援機構運営補助金 モノづくり支援室 検討中 措置済み
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容一覧（令和５年６月末日現在）

整理
番号

結
果

意
見

監査の結果又は意見の概要 担当課
措置の状況

(令和4年6月末日)
措置の状況

(令和5年6月末日)

33 〇 産業創造勤労者支援機構運営補助金 モノづくり支援室 検討中 措置中

34 〇 住工共生まちづくり補助金 モノづくり支援室 措置済み

35 〇 商工振興補助金及びテクノメッセ東大阪開催事業補助金 モノづくり支援室 措置済み

36 〇 商工振興補助金及びテクノメッセ東大阪開催事業補助金 モノづくり支援室 検討中 措置中

37 〇 商工振興補助金及びテクノメッセ東大阪開催事業補助金 モノづくり支援室 措置予定 措置済み

38 〇 モノづくり支援補助金 モノづくり支援室 措置済み

39 〇 モノづくり支援補助金 モノづくり支援室 措置中 措置済み

40 〇 モノづくり支援補助金 モノづくり支援室 措置済み

41 〇 モノづくり支援補助金 モノづくり支援室 検討中 措置中

42 〇 モノづくりワンストップ推進事業補助金 モノづくり支援室 措置済み

43 〇 モノづくりワンストップ推進事業補助金 モノづくり支援室 措置中 措置済み

44 〇 モノづくりワンストップ推進事業補助金 モノづくり支援室 措置済み

45 〇 モノづくりワンストップ推進事業補助金 モノづくり支援室 検討中 措置済み

46 〇 共同施設設置事業補助金 商業課 措置済み

47 〇 共同施設設置事業補助金 商業課 措置済み

48 〇 商店街新型コロナウイルス感染症対策補助金 商業課 不措置

3



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容一覧（令和５年６月末日現在）

整理
番号

結
果

意
見

監査の結果又は意見の概要 担当課
措置の状況

(令和4年6月末日)
措置の状況

(令和5年6月末日)

49 〇 勤労者総合福祉推進事業運営補助金 労働雇用政策室 措置予定 措置済み

50 〇 勤労者総合福祉推進事業運営補助金 労働雇用政策室 措置済み

51 〇 勤労者総合福祉推進事業運営補助金 労働雇用政策室 措置済み

52 〇 勤労者総合福祉推進事業運営補助金 労働雇用政策室 検討中 検討中

53 〇 シルバー人材センター管理運営補助金 労働雇用政策室 措置済み

54 〇 シルバー人材センター管理運営補助金 労働雇用政策室 措置済み

55 〇 シルバー人材センター管理運営補助金 労働雇用政策室 検討中 検討中

56 〇 都市農業活性化農地活用事業補助金 農政課 措置予定 措置済み

57 〇 都市農業活性化農地活用事業補助金 農政課 措置済み

58 〇 都市農業活性化農地活用事業補助金 農政課 措置予定 措置済み

59 〇 都市農業活性化農地活用事業補助金 農政課 検討中 検討中

60 〇 クロスカントリー競走大会補助金 市民スポーツ支援課 措置予定 措置中

61 〇 クロスカントリー競走大会補助金 市民スポーツ支援課 措置予定 措置済み

62 〇 指定文化財整備補助金 文化財課 措置済み

63 〇 指定文化財整備補助金 文化財課 措置中 措置済み

64 〇 人権啓発協議会補助金 人権啓発課 措置予定 措置済み
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容一覧（令和５年６月末日現在）

整理
番号

結
果

意
見

監査の結果又は意見の概要 担当課
措置の状況

(令和4年6月末日)
措置の状況

(令和5年6月末日)

65 〇 同和問題解決（部落解放）・人権政策確立要求東大阪実行委員会補助金 人権同和調整課 措置済み

66 〇 リージョンセンター公民協働事業助成金 地域活動支援室 措置予定 措置済み

67 〇 リージョンセンター公民協働事業助成金 地域活動支援室 措置予定 措置済み

68 〇 リージョンセンター公民協働事業助成金 地域活動支援室 検討中 検討中

69 〇 社会福祉協議会補助金 地域福祉課 措置済み

70 〇 社会福祉協議会補助金 地域福祉課 措置済み

71 〇 社会福祉協議会補助金 地域福祉課 措置予定 措置予定

72 〇 社会福祉協議会補助金 地域福祉課 措置中 措置中

73 〇 社会福祉協議会補助金 地域福祉課 措置予定 措置済み

74 〇 市民福祉活動センター補助金 地域福祉課 不措置

75 〇 市民福祉活動センター補助金 地域福祉課 不措置

76 〇 市民福祉活動センター補助金 地域福祉課 不措置

77 〇 市民福祉活動センター補助金 地域福祉課 不措置

78 〇 小地域ネットワーク活動推進事業補助金 地域福祉課 措置済み

79 〇 小地域ネットワーク活動推進事業補助金 地域福祉課 措置済み

80 〇 小地域ネットワーク活動推進事業補助金 地域福祉課 措置予定 措置予定
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容一覧（令和５年６月末日現在）

整理
番号

結
果

意
見

監査の結果又は意見の概要 担当課
措置の状況

(令和4年6月末日)
措置の状況

(令和5年6月末日)

81 〇 サービス継続支援事業補助金 高齢介護課 措置済み

82 〇 サービス継続支援事業補助金 高齢介護課 措置済み

83 〇 サービス継続支援事業補助金 高齢介護課 措置済み

84 〇 日常生活自立支援事業補助金 高齢介護課 措置済み

85 〇 日常生活自立支援事業補助金 高齢介護課 措置済み

86 〇 老人クラブ活動補助金 高齢介護課 措置中 措置済み

87 〇 介護保険サービス利用料軽減助成金 給付管理課 措置済み

88 〇 衛生管理体制確保支援等事業補助金 障害施策推進課 不措置

89 〇 衛生管理体制確保支援等事業補助金 障害施策推進課 不措置

90 〇 サービス継続支援事業補助金 障害施策推進課 措置予定 措置済み

91 〇 サービス継続支援事業補助金 障害施策推進課 措置予定 措置済み

92 〇 社会福祉施設等整備費補助金 障害施策推進課 措置済み

93 〇 社会福祉施設等整備費補助金 障害施策推進課 検討中 検討中

94 〇 移動支援事業補助金 障害福祉認定給付課 措置中 措置済み

95 〇 地域活動支援センター事業Ⅲ型補助金 障害福祉認定給付課 措置中 措置済み

96 〇 日常生活用具給付事業補助金 障害福祉認定給付課 措置中 措置済み
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容一覧（令和５年６月末日現在）

整理
番号

結
果

意
見

監査の結果又は意見の概要 担当課
措置の状況

(令和4年6月末日)
措置の状況

(令和5年6月末日)

97 〇 日常生活用具給付事業補助金 障害福祉認定給付課 措置中 措置中

98 〇 日常生活用具給付事業補助金 障害福祉認定給付課 措置中 措置済み

99 〇 日常生活用具給付事業補助金 障害福祉認定給付課 措置中 措置済み

100 〇 日常生活用具給付事業補助金 障害福祉認定給付課 措置中 措置済み

101 〇 日常生活用具給付事業補助金 障害福祉認定給付課 措置中 措置済み

102 〇 民生委員関係事業補助金 生活支援課 検討中 措置中

103 〇 民生委員関係事業補助金 生活支援課 検討中 措置中

104 〇 民生委員関係事業補助金 生活支援課 検討中 検討中

105 〇 再生可能エネルギー等普及促進補助金 環境企画課 措置済み

106 〇 放置自転車追放推進事業補助金 自転車対策課 措置済み

107 〇 放置自転車追放推進事業補助金 自転車対策課 措置済み

108 〇 高齢者自転車用ヘルメット購入費助成事業補助金 安全調整課 措置済み

109 〇 高齢者自転車用ヘルメット購入費助成事業補助金 安全調整課 措置済み

110 〇 高齢者自転車用ヘルメット購入費助成事業補助金 安全調整課 措置予定 検討中

111 〇 高齢者自転車用ヘルメット購入費助成事業補助金 安全調整課 措置予定 検討中

112 〇 農業用排水路維持管理補助金 土木工営所 措置中 措置済み
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容一覧（令和５年６月末日現在）

整理
番号

結
果

意
見

監査の結果又は意見の概要 担当課
措置の状況

(令和4年6月末日)
措置の状況

(令和5年6月末日)

113 〇 緑の保全事業補助金 みどり景観課 措置済み

114 〇 公園愛護会補助金 公園課 措置済み

115 〇 地域まちづくり推進会議補助金 住宅改良室 措置予定 措置済み

116 〇 地域まちづくり推進会議補助金 住宅改良室 措置予定 措置済み

117 〇 老朽住宅解体除去補助金 市街地整備課 検討中 検討中

118 〇 民間建築物耐震化促進補助金 建築安全課 措置済み

119 〇 空き家等対策補助金 空家対策課 検討中 措置済み

120 〇 クラブ活動運営費補助金 学校教育推進室 措置済み

121 〇 人権教育研究会補助金 人権教育室 措置済み

122 〇 学校園保健会補助金 教職員課 措置中 措置済み

123 〇 学校園保健会補助金 教職員課 措置中 検討中

124 〇 学校給食会運営補助金 学校給食課 検討中 検討中

125 〇 学校給食会運営補助金 学校給食課 措置中 措置済み

126 〇 文化団体活動補助金 社会教育センター 措置中 措置済み

127 〇 文化団体活動補助金 社会教育センター 措置中 措置済み

128 〇 文化団体活動補助金 社会教育センター 措置中 措置済み

8



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

1
102
㌻

〇

運用基準の要求
事項と運用実態と
の乖離の是正（団
体に対する補助に
ついて補助率の
上限の設定がな
い）

　補助金等交付規則や各補助金等の個別規則と一
体となって運用される「団体に対する補助制度運用
基準」（平成20年度策定、以下「運用基準」という。）
が求める、団体に対する補助の補助率の上限を
1/2とする要求事項を満たしていない状況が相当数
かつ長期間に亘って認められる。補助率の上限設
定等の状況を改めて全庁的に調査・把握するととも
に、運用基準で求める適切な状態となるよう、全庁
的な是正に向けた指導を継続的に実施する必要が
ある。

行財政改革課

　国の財源を基礎とする補助金や政策的な判断で
実施する補助金等に対し、全て同じ上限を要求す
ることは実態に合わず適切でないため、運用基準
の見直しを行います。

措置予定

2
103
㌻

〇

運用基準の要求
事項と運用実態と
の乖離の是正（団
体に対する補助に
ついて終期の設
定がない）

　団体に対する補助について終期が設定されてい
ないという状況が相当数かつ長期間に亘って認め
られる。そもそも運用基準として求める終期の考え
方、終期の設定方法について改めて検討する必要
がある。

行財政改革課

　社会情勢の変化などに対応するため、実態に即
した効果的な設定の再検討及び一定周期で必要
性を検証するためのシステムの構築を含め、運用
基準の見直しを行います。

措置予定

3
103
㌻

〇

運用基準の要求
事項と運用実態と
の乖離の是正（団
体に対する補助に
ついて終期の設
定がない）

　補助金の終期の設定の状況等を改めて全庁的に
調査・把握するとともに、運用基準（あるいは今後改
訂されたあとの運用基準）で求める適切な状態とな
るよう、全庁的な是正に向けた指導を継続的に実
施する必要がある。

行財政改革課

　社会情勢の変化などに対応するため、実態に即
した効果的な設定の再検討及び一定周期で必要
性を検証するためのシステムの構築を含め、運用
基準の見直しを行います。

措置予定

9



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

4
105
㌻

〇

運用基準の要求
事項と運用実態と
の乖離の是正（団
体に対する補助に
ついて補助金の
交付先から領収
書等の提出がな
い）

　団体に対する補助について補助金の交付先に対
して領収書等の提出を求めていないという状況が
相当数かつ長期間に亘って認められる。領収書等
（写し）の添付の義務付けの状況等を改めて全庁的
に調査・把握するとともに、運用基準で求める適切
な状態となるよう、全庁的な是正に向けた指導を継
続的に実施する必要がある。

行財政改革課

　補助金の適正な執行のため、領収書等の添付を
義務付けるよう、団体に対する補助制度運用基準
に定めており、各所管課において確実に確認する
よう、関係通知等の機会をもって指導してまいりま
す。

措置予定

5
105
㌻

〇

運用基準の要求
事項と運用実態と
の乖離の是正（団
体に対する補助に
ついて補助金で購
入した備品等に補
助事業であること
の表示がない）

　団体の補助について補助金の交付先の事業公報
や購入した備品等に補助事業であることが表示さ
れていない事例が相当数認められる。補助事業で
あることの義務付けの状況等を改めて全庁的に調
査・把握するとともに、運用基準で求める適切な状
態となるよう、全庁的な是正に向けた指導を継続的
に実施する必要がある。

行財政改革課

　補助金の適正な執行のため、補助事業であるこ
との表示を義務付けているが、補助制度は様々な
意義・性質を持つものがあるため、透明性や適切
な管理といった視点より効果的な設定を再検討し、
運用基準の見直しを行います。

措置予定

6
106
㌻

〇

運用基準の要求
事項と運用実態と
の乖離の是正（団
体運用基準により
難い場合に求めら
れる理由等の公
開がない）

　団体に対する補助について運用基準により難い
場合に求められている理由等の公開がないという
状況が相当数かつ長期間に亘って認められる。そ
もそも理由等の公開を全ての補助金において必要
とするのか、公開をするのであればどのような方法
で実施するのかを改めて検討する必要がある。

行財政改革課
　公開することによる透明性確保に寄与する側面
と公開による弊害の側面の双方より、運用基準の
見直しを含め検討します。

検討中

10



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

7
106
㌻

〇

運用基準の要求
事項と運用実態と
の乖離の是正（団
体運用基準により
難い場合に求めら
れる理由等の公
開がない）

　運用基準に準拠していない理由等の公開につい
て検討したうえで、運用基準（あるいは今後改訂さ
れたあとの運用基準）で求める適切な状態となるよ
う、全庁的な是正に向けた指導を継続的に実施す
る必要がある。

行財政改革課

　公開することによる透明性確保に寄与する側面
と公開による弊害の側面の双方より、運用基準の
見直しを含め検討し、その後、各所管課に適正に
指導してまいります。

検討中

11



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

8
108
㌻

〇 運用基準の改訂

　運用基準について改訂を検討すべき点が次のと
おり複数認められる。
・事業補助の定義や内容が不明確であり、運営補
助との線引きが曖昧である。
・領収書の宛名・宛先を必ず補助金交付先とするこ
との規定がない。
・補助金を概算払とする場合には事前にその必要
性及び理由について決裁を経るべきだが、そのよう
な規定がない。なお、原則的には確定払とすべきで
ある。
・運用基準により難い場合に理由等の公開の必要
性を再検討し、公開させるのであれば、その手段や
方法を明確にする必要がある。
・補助である以上個々の効果指標や達成目標を定
めることを検討する必要があるが、そのような規定
がない。
・補助金の効果について、例えば、モノづくり支援補
助金等のように補助事業終了後中長期に亘ってそ
の効果をモニタリングすべきものがあることについ
て明記すべきである。
・個々の補助金に係る個別の交付要綱等に補助金
の返還期限等の規定を設けるよう規定すべきであ
る。
　運用基準を実態あるいは現状の環境をふまえて
改訂すべきである。

行財政改革課
　ご指摘の内容を踏まえ、補助金の適正な執行の
ため、実態に即し現状を踏まえた運用基準の見直
しを行います。

措置予定

12



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

9
108
㌻

〇
運用基準の適用
範囲の見直し

　運用基準に基づく運用について、要求事項に対す
る現状の運用実態との乖離の事実に鑑み、その適
用範囲を再検討すべきである。具体的には、福祉
部の介護保険サービス利用料軽減助成金等国の
制度として運用される補助金、ボランティア団体等
自主財源がない団体に対する補助金、（公益財団
法人）産業創造勤労者支援機構等政策実現の一環
で市が運営費を補助することを念頭に設立した外
郭団体等について一律に運用基準を適用すること
とするのか否かについて再検討する必要がある。
改めて団体に対する補助金等の実態を把握したう
えで、改訂後の運用基準の適用範囲あるいは適用
範囲の見直しを検討すべきである。

行財政改革課
　ご指摘の内容を踏まえ、補助金の適正な執行の
ため、実態に即し現状を踏まえた運用基準の見直
しを行います。

措置予定

13



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

10
109
㌻

〇

望ましい補助金に
関する事務遂行に
関しての全庁的な
展開

　監査した所管課によって、消費税等の取扱（望ま
しい対応として、消費税等の仕入控除税額は減額し
て交付申請すること、仕入控除税額の返還が生じう
る一定の法人等については消費税等の仕入控除
税額を減額して実績報告すること、補助事業完了後
の消費税等申告により補助金に係る仕入控除税額
が確定した場合には、仕入控除税額の全部又は一
部の返還を命じること）や、補助金の交付先におけ
る経済性の確保（望ましい対応として、一定金額以
上の物品の購入や委託については市の基準に準じ
て入札をすべきこと、また、一定期間未満であって
も複数社から相見積もりを徴取すべきことを指導す
ること）について対応が異なる。適宜他の制度所管
課とも連携し、これらの望ましい補助金等に関する
事務遂行に関しての全庁的な展開を図るべきであ
る。

行財政改革課
　公平性、一律性、経済性の確保といった視点と事
務の煩雑性、困難性といった視点において、望まし
い事務遂行を検討します。

検討中

14



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

11
110
㌻

〇

継続的に補助金
等の必要性を問う
仕組み、モニタリ
ングを行う仕組
み、そのための補
助金等の情報開
示

　補助金の必要性等について継続的に見直しを行
う仕組み、それらの状況について継続的にモニタリ
ングを行う仕組みとしては、現状は財政当局との予
算折衝のみとなっていることから、抜本的な見直し
を行うことが難しい。適宜他の制度所管課とも連携
し、必要性を問い、継続的にモニタリングを行うため
の実効性のある仕組みを検討する必要がある。

行財政改革課
　補助終期の設定を再検討する中で、継続的にモ
ニタリング機能が図られる仕組みを検討します。

検討中

12
110
㌻

〇

継続的に補助金
等の必要性を問う
仕組み、モニタリ
ングを行う仕組
み、そのための補
助金等の情報開
示

　モニタリングの仕組みを整備する観点からも、市
民の納得、信頼が得られる透明性の高い補助制度
が運用されていることの説明責任を果たすうえで
も、適宜他の制度所管課や補助金を執行する所管
課とも連携し、補助金等を一覧化して積極的にその
是非を問うて検討するための情報開示を図ることが
必要である。

行財政改革課
　透明性、公開性の視点より、ご指摘のとおり運用
基準の見直しを行った上で、公開の内容・形態に
ついて検討します。

検討中

15



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

13
111
㌻

〇
行財政改革プラン
等における目標設
定

　行財政改革プラン2020において持続可能な行財
政運営のための歳出の抑制の一施策として「団体
に対する補助金の適正化」が独立した項目として掲
げられている。今後策定する各種の行財政改革プ
ランにおける補助金等の適正化に関する目標設定
においては、適正化の内容を具体的なゴールとして
明らかにするとともに、事後で検証可能な目標とす
べきである。

行財政改革課
　まずは運用基準の見直しを行い、その後、検証
可能な目標の設定のあり方について、検討しま
す。

検討中

14
112
㌻

〇

公金に準じた取扱
が求められる現金
等の取扱に関する
マニュアルの整備

　補助金の所管課が補助対象団体の事務局を担っ
ており、補助金を財源とした現金や通帳等を預かっ
ているケースが複数見受けられる。当該現金等に
ついては公金に準じて適切に取り扱われるべきで
あるが、これらの取り扱いを定めたマニュアルがな
いため、例えば、現金の支出の都度支出命令に類
する決裁を起案しているか否か、出納帳のダブル
チェックを行っているか否か、通帳と印鑑を別々に
保管しているか否か等、所管課によって取扱方法
が異なっているという実態が認められる。東大阪市
の公金マニュアル等 を参考に、公金に準じて取扱
われるべきもののマニュアルを整備し、当該マニュ
アルにしたがった運用を各所管課に指導すべきで
ある。

内部統制
推進室

　任意団体の会計事務において事故や不正等が
起きることの無いよう、令和4年7月に『任意団体の
会計事務取扱マニュアル』を作成し、全庁に通知し
ました。また、令和5年2月には、任意団体会計事
務の取扱状況や帳簿等の確認を行いました。
　引き続き、マニュアルに沿った適正な運用がなさ
れているか帳簿等の確認を行い、事故等の未然防
止及び会計事務の処理の適正化を図ります。

措置済み

16



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

15
112
㌻

〇
事務局業務を担う
期限の設定と解消

　上記のような事務局業務を担う場合の注意点とし
て、運用基準によれば、「法律等に定めのある場合
を除き、時限を設定するとともに、公務と団体事務
を明確に区分して執行」するものとされている。しか
しながら、現在事務局業務を担う所管課において、
時限は設定されておらず、時限の設定に向けた補
助対象団体との協議を具体的に進めているケース
も少数であった。改めて各補助金において事務局
業務を担っている現状と実態を把握するとともに、
事務局業務の時限の設定についての考え方を具体
に整理すべきである。そのうえで、時限の設定に向
けて、各所管課に指導を行うべきである。

行財政改革課

　現行の運用基準において市職員が支出先団体
の事務局業務を行う場合の注意事項は記載してお
りますが、具体的な基準等は定められておりませ
ん。
　まずは実情・実態を把握し、適正なあり方や手法
を検討します。

検討中

17
118
㌻

〇
自主防災組織活
動補助金

　補助金の申請のない3つの自主防災組織につい
て防災活動が適切に実施されているかどうか活動
実績を把握する必要がある。また、補助金申請のな
い校区について、防災活動を適切に実施できてい
るのであれば、補助申請のある校区に対して補助
が必要でないかどうかの検討も行うべきである。

危機管理室

　毎年度末に、当該年度における補助金の申請を
していない自主防災組織に対して、危機管理室か
ら補助金活用の案内をしておりますが、一部校区
においては申請に至っておりません。申請がない
団体については防災活動の状況を確認します。

措置中

17



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

18
121
㌻

〇
防犯灯維持管理
費補助金

　補助金の支給単価の妥当性とともに、一律で防犯
灯の設置数に一定の単価を乗じた額を補助金とす
る方法が公平性の観点から問題がないのかを改め
て検討することが必要である。

公民連携
協働室

　防犯灯維持管理費補助金の支給単価の妥当性
とともに、一律で防犯灯の設置数に一定の単価を
乗じた額を補助金とする方法が公平性の観点から
問題がないのかについて、今後も引き続き検討し
てまいります。

検討中

20
127
㌻

〇
職員厚生事業補
助金

　交付先である東大阪市職員厚済会と事業の効果
測定が可能となるよう見直しを協議し、効果的な事
業実施を検証する必要がある。

給与福利課

　令和４年度の事業実施時に職員へアンケートを
実施し、「とても役に立っている」「役に立っている」
との回答割合が約８０％で、「役に立っていない」は
約３％でした。このことから補助事業は一定の効果
があると考えます。なお、令和５年度も引続きアン
ケートを実施するとともに、他自治体の事例を検証
し、より効果的な事業を実施していくため、引き続
き検討を進めてまいります。

措置済み

18



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

21
127
㌻

〇
職員厚生事業補
助金

　地方公務員法第42条の規定の趣旨を達成するた
めには、より効果のある事業の遂行を多角的に検
討する必要がある。そのため、補助団体である東大
阪市職員厚済会に事業の多様化を求めるべきであ
る。

給与福利課

　令和４年度の事業実施時に職員へアンケートを
実施し、「とても役に立っている」「役に立っている」
との回答割合が約８０％で、「役に立っていない」は
約３％でした。このことから補助事業は一定の効果
があると考えます。アンケートは今後も継続して実
施し、その結果や他市の状況も踏まえ、事業内容
にフィードバックしていくことについて、東大阪市職
員厚済会と合意しました。

措置済み

24
131
㌻

〇
医工連携事業化
促進補助金

　交付決定等の諸手続については、対外的に説明
可能な状態となるよう実質的に行うとともに、審査
や決裁、それに至る協議を適切に回議書等に記録
として残す必要がある。また、実績報告にあたって
は、支出の妥当性の検証や効果の測定に必要とな
る資料等の提出を求めるべきである。

モノづくり
支援室

　補助金の交付決定に係る協議内容につきまして
は、次年度より交付決定起案に記載するようにい
たします。
　また、実績報告につきましては、令和5年3月23日
に東大阪市産業創造勤労者支援機構の居室内に
て支払い証憑の実地検査しております。なお、実
地検査以降に発生した経費については年度末に
検査しております。

措置中

19



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

26
131
㌻

〇
医工連携事業化
促進補助金

　所管課として補助金の効果測定を実施していな
かった。すなわち、補助対象団体に対しても具体的
な計画目標を設定させてはいないことから、実際に
補助金に見合った成果や効果があったのかがわか
らず、所管課として補助金の効果測定ができていな
い。
　補助金の交付による効果と必要性を明確にする
ためにも、成果指標の達成の程度を計るための目
標を設定させ、所管課としても補助金に見合った効
果をあげているか確かめる必要がある。特に、補助
対象団体は市の外郭団体であり、過去から当該団
体の存在意義については議会や過去の包括外部
監査においても指摘されていることからも、厳しくそ
の補助金の効果について問う必要がある。

モノづくり
支援室

　令和４年度に公益財団法人東大阪市産業創造
勤労者支援機構と協議を行い、今後、開発件数、
商談件数等の補助効果を示す成果指標を定め、
補助対象団体に具体的な計画目標を設定させると
ともに、根拠資料を提出させることにより、交付の
効果と必要性を明確にしてまいります。

措置中

20



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

29
137
㌻

〇
産業創造勤労者
支援機構運営補
助金

　交付決定等の諸手続については、対外的に説明
可能な状態となるよう実質的に行うとともに、審査
や決裁、それに至る協議を適切に回議書等に記録
として残す必要がある。また、実績報告にあたって
は、支出の妥当性の検証や効果の測定に必要とな
る資料等の提出を求めるべきである。特に、人件費
相当に対しての補助もあること、機構には所管課か
ら、あるいは別の課からも別の補助金が交付されて
いることから、審査にあたっては給与台帳等を提出
させ、人件費の按分計算が適切に行われているこ
とも確認する必要がある。さらに、補助対象事業の
決算と機構の決算の整合性についても確認すべき
である。併せて、必要に応じて実地調査を行うべき
である。

モノづくり
支援室

　補助金の交付決定に係る協議内容につきまして
は、次年度より交付決定起案に記載するようにい
たします。
　また、実績報告につきましては、令和5年3月23日
に東大阪市産業創造勤労者支援機構の居室内に
て支払い証憑の実地検査しております。なお、実
地検査以降に発生した経費については年度末に
検査しております。

措置中

32
138
㌻

〇
産業創造勤労者
支援機構運営補
助金

　団体の経営状況の実態に基づく、補助金交付額
の算定方法の見直しや、補助金交付自体の必要性
について、検討することが必要である。また、補助
金を引き続き交付する場合は、「団体に対する補助
制度運用基準」に基づく事業補助への移行も併せ
て検討することが必要である。

モノづくり
支援室

　公益財団法人である機構では全事業に対する公
益目的事業の比率を50％以上にする必要がありま
すが、令和4年度については、機構の事業が本市
の産業振興施策の目的と合致すること等を勘案し
た上で、収益事業のみでは運営経費を捻出しがた
いことから、補助金の交付は不可欠で、算出方法
は妥当であると判断いたしました。必要最低限度
の補助としています。

措置済み

21



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

33
138
㌻

〇
産業創造勤労者
支援機構運営補
助金

　貸室（転貸）事業については十数年間にもわたっ
て多額な赤字を計上しているにもかかわらず、これ
らの状況の改善のために独立行政法人中小企業
基盤整備機構と借上料の減額等について協議する
等の対応を継続的に行わず現状を放置しており、
極めて不適切である。即刻の改善を求める。

モノづくり
支援室

　独立行政法人中小企業基盤整備機構、大阪府、
本市間での覚書において、貸室事業については本
市が担うこととなっております。
　赤字解消に向け、公益財団法人東大阪市産業
創造勤労者支援機構が令和５年６月２７日に中小
企業基盤整備機構に対し借上料減額等の申し入
れや協議を行いました。利用促進施策についても
検討してまいります。

措置中

36
149
㌻

〇

商工振興補助金
及びテクノメッセ東
大阪開催事業補
助金

　客観的に検証可能な補助金額の算定とするた
め、「会議所自己負担額」の定義を要綱上も明確に
定義すべきである。

モノづくり
支援室

　当該事業における東大阪商工会議所の自己負
担額の定義や算出方法について、要綱の改正も
含めて令和５年５月２６日に申入れや協議を行い
ました。

措置中

37
149
㌻

〇

商工振興補助金
及びテクノメッセ東
大阪開催事業補
助金

　成果指標の達成の程度を計るための来場者アン
ケートを入手しておらず、補助金の効果測定を実施
していなかった。
　補助金の交付による効果と必要性を明確にする
ためにも、成果指標の達成の程度を計るための来
場者アンケート（あるいはその要約集計資料）を入
手し、補助金に見合った効果をあげているか確かめ
る必要がある。

モノづくり
支援室

　令和4年度から出展者及び来場者へのアンケー
ト集計が記載された報告書を年度末に実施主体よ
り受理、確認しています。今後も事業報告時に上
記内容を確認してまいります。

措置済み

22



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

39
154
㌻

〇
モノづくり支援補
助金

　交付決定等の諸手続については、対外的に説明
可能な状態となるよう実質的に行うとともに、審査
や決裁、それに至る協議を適切に回議書等に記録
として残す必要がある。また、実績報告にあたって
は、支出の妥当性の検証や効果の測定に必要とな
る資料等の提出を求めるべきである。

モノづくり
支援室

　対象事業の交付決定手続きは、事業計画が市内
製造業の製品開発、販路開拓、創業促進を包括的
に支援する内容であり、本市の産業振興に資する
と認められることから、令和5年度より補助金の交
付が適当であることを記載した決裁により交付決
定を行っています。
　また、実績報告につきましては、令和5年3月23日
に東大阪市産業創造勤労者支援機構の居室内に
て支払い証憑の実地検査しております。なお、実
地検査以降に発生した経費については年度末に
検査しております。

措置済み

41
155
㌻

〇
モノづくり支援補
助金

　所管課として補助金の効果測定を実施していな
かった。すなわち、開発件数、商談件数等の成果指
標を定めているとはいうものの、補助対象団体に対
して具体的な計画目標を設定させてはいないことか
ら、実際に補助金に見合った成果や効果があった
のかがわからず、所管課として補助金の効果測定
ができているとはいえない。
　補助金の交付による効果と必要性を明確にする
ためにも、成果指標の達成の程度を計るための目
標を設定させ、所管課としても補助金に見合った効
果をあげているか確かめる必要がある。特に、補助
対象団体は市の外郭団体であり、過去から当該団
体の存在意義については議会や過去の包括外部
監査においても指摘されていることからも、厳しくそ
の補助金の効果について問う必要がある。

モノづくり
支援室

　令和4年度に公益財団法人東大阪市産業創造勤
労者支援機構と協議し、開発件数、商談件数等の
補助効果を示す成果指標を定め、補助対象団体
に具体的な計画目標を設定させるとともに、根拠
資料を提出させることにより、交付の効果と必要性
を明確にしてまいります。

措置中

23



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

43
158
㌻

〇
モノづくりワンス
トップ推進事業補
助金

　交付決定等の諸手続については、対外的に説明
可能な状態となるよう実質的に行うとともに、審査
や決裁、それに至る協議を適切に回議書等に記録
として残す必要がある。また、実績報告にあたって
は、支出の妥当性の検証や効果の測定に必要とな
る資料等の提出を求めるべきである。

モノづくり
支援室

　対象事業の交付決定手続きは、事業計画が市内
製造業に対する支援サービスを実施し、市内企業
の発展に資すると認められることから、補助金の
交付することを記載した決裁により交付決定を行っ
ています。
　また、実績報告につきましては、令和５年3月23
日に東大阪市産業創造勤労者支援機構の居室内
にて支払い証憑の実地検査しております。なお、実
地検査以降に発生した経費については年度末に
検査しております。

措置済み

24



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

45
158
㌻

〇
モノづくりワンス
トップ推進事業補
助金

　所管課として補助金の効果測定は毎月の定例会
議の中で行っていた。相談件数、紹介件数、成約件
数、成約金額等の成果指標を定めているとはいうも
のの、補助対象団体に対して具体的な計画目標を
設定させてはいないことから、実際に補助金に見
合った成果や効果があったのかがわからず、所管
課として補助金の効果測定ができているとはいえな
い。
　補助金の交付による効果と必要性を明確にする
ためにも、成果指標の達成の程度を計るための目
標を設定させ、所管課としても補助金に見合った効
果をあげているか確かめる必要がある。特に、補助
対象団体は市の外郭団体であり、過去から当該団
体の存在意義については議会や過去の包括外部
監査においても指摘されていることからも、厳しくそ
の補助金の効果について問う必要がある。

モノづくり
支援室

　今年度より補助金交付申請書の添付書類に相
談件数及び企業訪問件数の目標を記載させており
ます。また、以前より収集している相談件数、紹介
件数、成約件数、成約金額等の成果指標と併せて
補助金の効果を測って参ります。

措置済み
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

49
172
㌻

〇
勤労者総合福祉
推進事業運営補
助金

　交付決定等の諸手続については、対外的に説明
可能な状態となるよう実質的に行うとともに、審査
や決裁、それに至る協議を適切に回議書等に記録
として残す必要がある。また、実績報告にあたって
は、支出の妥当性の検証や効果の測定に必要とな
る資料等の提出を求めるべきである。特に、人件費
相当に対しての補助もあることから、審査にあたっ
ては給与台帳等を提出させ、人件費の計上が適切
に行われていることも確認する必要がある。さらに、
補助対象事業の決算と機構の決算の整合性につ
いても確認すべきである。併せて、必要に応じて実
地調査を行うべきである。

労働雇用
政策室

　交付決定については、東大阪市産業創造勤労者
支援機構から提出された補助金の交付申請書、事
業計画書、補助金充当明細、収支予算書等を審査
し、交付決定理由等も添えて、適切に回議していま
す。また、支出の妥当性の検討のため、令和３年
度の実績報告の検証から、実地検査を実施し、給
与台帳やその他支出に係る帳票を確認するととも
に、全体の決算との整合性についても確認してお
ります。

措置済み

52
172
㌻

〇
勤労者総合福祉
推進事業運営補
助金

　所管課として補助金の効果測定を実施していな
かった。すなわち、補助対象団体に対しても具体的
な計画目標を設定させてはいないことから、実際に
補助金に見合った成果や効果があったのかがわか
らず、所管課として補助金の効果測定ができていな
い。
　補助金の交付による効果と必要性を明確にする
ためにも、成果指標の達成の程度を計るための目
標を設定させ、所管課としても補助金に見合った効
果をあげているか確かめる必要がある。特に、補助
対象団体は市の外郭団体であることからも、厳しく
その補助金の効果について問う必要がある。

労働雇用
政策室

　事業の効果や成果を測るための手法や計画目
標について、当該団体と協議しながら検討してまい
ります。

検討中

26



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

55
180
㌻

〇
シルバー人材セン
ター管理運営補助
金

　団体の経営状況の実態に基づく、補助金交付額
の算定方法の見直しや、補助金交付自体の必要性
について、検討することが必要である。また、補助
金を引き続き交付する場合は、「団体に対する補助
制度運用基準」に基づく事業補助への移行も併せ
て検討することが必要である。

労働雇用
政策室

　団体の経営状況や実態に基づき、補助金額の妥
当性を今後検証するとともに、補助金算定方法に
ついても検討を行ってまいります。

検討中

56
183
㌻

〇
都市農業活性化
農地活用事業補
助金

　要綱あるいは実施基準に、補助対象とする補助
対象経費を具体的に規定する必要がある。

農政課

　令和４年８月３１日「東大阪市都市農業活性化及
び農地活用事業補助金交付要綱　第４条　補助対
象とする経費について（概説）」を策定し、補助対象
経費を具体的に規定しました。

措置済み

58
183
㌻

〇
都市農業活性化
農地活用事業補
助金

　所管課として補助金の効果測定を実施していな
かった。すなわち、補助対象団体に対しても具体的
な計画目標を設定させてはいないことから、実際に
補助金に見合った成果や効果があったのかがわか
らず、所管課として補助金の効果測定ができてな
い。補助金の交付による効果と必要性を明確にす
るためにも、成果指標の達成の程度を計るための
目標を設定させ、所管課としても補助金に見合った
効果をあげているか確かめる必要がある。

農政課

　当該補助金に係る記載マニュアルを令和４年１２
月に作成し、関係者への説明会を令和５年４月に
実施しました。令和５年度より補助金実績報告書
により詳細な報告や効果を記載いただく等により
事業検証を行っております。

措置済み

27



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

59
183
㌻

〇
都市農業活性化
農地活用事業補
助金

　所管課としては、水利権や用水路等を維持すると
いう政策的な観点からは、行政が関与する必要性
はあると考えているが、補助を通じて維持管理を促
していくかどうかについては課題として認識してお
り、農業団体等に対して実態を聞き取りしながらより
効果的な事業のあり方を検討していく必要があると
考えているということであった。用水路等の適切な
維持管理のための市としての関与の在り方につい
て、補助の継続の要否も含めて、検討する必要が
ある。

農政課
　用水路等の適切な維持管理のための市としての
適切な関与の在り方について、今後も検討してま
いります。

検討中

60
188
㌻

〇
クロスカントリー競
走大会補助金

　当該補助金の交付要綱には、補助対象経費は
「市長が必要と認めるもの」としか定められていな
かった。補助の対象となる経費は、要綱に具体的に
定める必要がある。

市民スポーツ
支援課

　補助対象経費について、実行委員会と協議を行
いました。その結果をふまえ、補助対象経費を具
体的に定めた補助金交付要綱を今年度内に改正
する予定です。

措置中

28



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

61
188
㌻

〇
クロスカントリー競
走大会補助金

　補助対象の経費としたものについて、領収書の宛
名が補助団体である実行委員会宛ての名称となっ
ておらず、東大阪市体育連盟、東大阪市、市民ス
ポーツ支援課といった正しくない宛名となっているも
の、また、宛名が空欄となっているもの等が複数認
められた。実績報告に係る領収書等としては不適
切であるため、正しい宛名を記載するよう実行委員
会に指導するべきである。

市民スポーツ
支援課

　令和４年度の開催分から、大会の準備期間に確
認、周知を行い、領収書の宛名についてはすべて
統一しています。

措置済み

63
193
㌻

〇
指定文化財整備
補助金

　東大阪市指定文化財保存事業費補助金交付取
扱要綱上、補助金の申請、交付決定、実績報告と
精算のための手続等について、補助団体が提出
し、所管課が確認する書類や手続が明確に定めら
れていない。要綱の規定を見直しするべきである。

文化財課

　令和4年4月1日付けで「東大阪市指定文化財保
存事業費補助金交付要綱」を一部改正し、それに
基づき、令和4年度の市指定文化財の現状変更
（修理）にかかる補助金交付申請時には、物件位
置図、現状変更（修理）の概要を示す図面等書類、
現状写真の添付があること、また、実績報告書に
は、支払いの根拠となる請求書、支払い済を証す
る領収書の添付があることを確認しました。

措置済み

29



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

64
201
㌻

〇
人権啓発協議会
補助金

　所管課は、同協議会に対して実施する事業につ
いてより創意工夫を図るよう指導するとともに、補助
対象事業の効果の測定方法について改めて再考す
べきである。

人権啓発課

　令和5年4月1日付で補助金要綱を改正し、より時
代に即した啓発活動を実施できるよう、体制を整備
いたしまいた。
　また、効果の測定方法について、同協議会の行
事検討委員会にて検討され、理事会において協
議、承認されました。理事会の結果に基づき、、5
月14日開催「市民ふれあい祭り」からアンケートに
よる効果測定を開始しています。
　今後も、効果測定の方法や事業内容について、
適宜協議しながら進めてまいります。

措置済み

66
214
㌻

〇
リージョンセンター
公民協働事業助
成金

　最低限度額を設けるべきではなく、例外的に最低
限度額を設けるのであれば、その根拠を明確にす
べきである。

地域活動
支援室

　令和5年4月1日に東大阪市リージョンセンター公
民協働事業等助成金交付要綱の第５条第１項の
「最低限度額」を「基本額」に改正し、事業計画書な
どの審査等により、事業の目的及び内容が適正か
確認したうえで交付額を決定していることを明確に
しました。

措置済み

67
214
㌻

〇
リージョンセンター
公民協働事業助
成金

　概算払により支給する場合には、その必要性と理
由について検討のうえその妥当性について決裁を
経るべきである。

地域活動
支援室

　令和5年度から、助成金交付決定起案の摘要欄
に概算払いの必要性について明記しました。

措置済み

30



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
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ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
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措置の状況
(令和5年6月末日)

68
214
㌻

〇
リージョンセンター
公民協働事業助
成金

　助成金は単年度の事業への助成であることから、
基本的に翌年度への繰越は認めるべきではなく、
是正に向けて検討すべきである。

地域活動
支援室

　リージョンセンター公民協働事業は、地域の特性
を活かしたまちづくりを推進するために、企画運営
委員会が自ら企画立案し運営しています。
　企画運営委員会は市民ボランティアで構成され
自己資金がないことから、年度当初の活動経費や
固定経費等については、繰越金で支出していま
す。
　年度当初に助成金がないことで、事業の運営に
支障をきたすことから、繰越金以外の手法につい
て関係部局等と協議し、検討します。

検討中

71
219
㌻

〇
社会福祉協議会
補助金

　当該補助金が運営補助となっている現状に鑑み
ると、実績報告の疑義の有無に関わらず、補助対
象団体が設立趣旨と照らして、効率的かつ効果的
な法人運営を実施しているか否かについても現地
調査を通して定期的に確認すべきである。また、補
助の対象団体が市の外郭団体であり住民への説明
責任がより大きいと考えられることや、効率的かつ
効果的な法人運営のための一定の牽制も必要であ
ることからも、補助金の交付目的に応じた適切な交
付のため、定期的な実地調査の実施について検討
する必要がある。

地域福祉課

　令和4年度の実地検査については新型コロナウ
イルス感染症対策のため未実施でありましたが、
令和5年度については秋頃に実施予定としていま
す。

措置予定

31



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
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果
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措置の状況
(令和5年6月末日)

72
220
㌻

〇
社会福祉協議会
補助金

　補助の対象団体である東大阪市社会福祉協議会
は市の外郭団体であることから、その補助の必要
性や効果についての住民へのより明確な説明が求
められる点に鑑みると、補助金の効果測定のため
の指標や目標を定めたうえで、毎年度効果測定す
る必要がある。

地域福祉課

　ご指摘を踏まえ、令和4年度交付決定分から登録
ボランティアの総活動件数や地域担当職員による
相談支援及びアウトリーチ実施件数などを評価指
標として定め、補助金の効果測定を行っておりま
す。今後も、補助金の性質を鑑み、より効果的な測
定になるよう、測定項目の見直しに取り組んでまい
ります。

措置中

73
220
㌻

〇
社会福祉協議会
補助金

　東大阪市社会福祉協議会の設置趣旨や独自事
業だけでの財政的自立が難しい経営実態を勘案
し、当該団体の設立時より補助金を交付しているも
のであるが、東大阪市社会福祉協議会の令和2年
度決算において経営状況に余力が見られることか
ら、団体運営に財務上必要な補助であることをより
明確化する必要がある。

地域福祉課

　令和2年度決算においては、退職給付積立資産
の増加等が要因となり、法人全体として一定の利
益が生じているように映っているものの、実際に
は、独自事業だけでは財政的自立が難しい経営実
態となっております。令和5年度は交付申請書の内
容を精査し、団体運営に財政上必要と判断したう
えで交付決定を行い、その旨を起案文に記載し、
今後も同様の処理を行ってまいります。

措置済み

32



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）
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80
227
㌻

〇
小地域ネットワー
ク活動推進事業
補助金

　校区を取り巻く環境の変化や時代の変化にあわ
せて、補助金交付額の見直しを検討するとともに、
現状の35万円という基準を踏襲するのであれば、そ
の根拠を明確にする必要がある。あわせて事業実
施回数が著しく少ない校区に対しては東大阪市社
会福祉協議会を通して必要な事業の実施を指導す
べきである。

地域福祉課

　令和４年度は新型コロナウイルス感染症の影響
もあり、事業の実施を見合わせる校区もあったこと
から、補助基準額の検討は実施しなかったが、今
後の状況を踏まえながら、補助基準額のあり方の
検討を行う予定です。

措置予定

86
248
㌻

〇
老人クラブ活動補
助金

　老人クラブ連合会に対する補助金の効果測定の
ための指標や目標を定めたうえで、補助金を交付
することの必要性を検討することが必要である。

高齢介護課

　令和4年度の実績報告より各催し物に対する各
校区の参加状況を報告していただいており、評価
の際の参考とすることといたしました。なお、老人ク
ラブ等への援助は老人福祉法において地方公共
団体の努力義務となっていることから、引き続き必
要な補助を実施してまいります。

措置済み

90
265
㌻

〇
サービス継続支援
事業補助金

　本補助金は障害福祉サービス事業者等が担う事
業の継続性にあると考えられること、令和3年度以
降も継続するということであるから、類似の補助金
を所管する他の課での感染者が発生した事業所に
対して個々に案内していたという事例も参考に、補
助金を広く利用してもらうための方策を検討し、実
践する必要がある。

障害施策
推進課

　令和4年度において事業を実施し、事業所への案
内につきましては、ウェブサイトによる全体向けの
広報に加えて、実際にコロナ感染報告があった事
業所情報を関係課と共有し、個々にメール、電話
による情報提供を行いました。（令和5年度は6月
末時点において事業実施予定はありません。）

措置済み

33
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91
266
㌻

〇
サービス継続支援
事業補助金

　補助金の申請書類を閲覧したところ、次のような
誤りあるいは不適切な事例が認められた。今後適
切に事務処理を行う必要がある。
（1）見積書と入出金明細書をもとに補助金の交付
決定が令和3年3月29日に行われている。しかしな
がら、当該入出金明細書は令和3年3月31日付けで
入手されたものであったことから、本来交付決定は
入出金明細書により出金が確認できた令和3年3月
31日付けで行うべきであり、令和3年3月29日付けで
交付決定が行われたことは不適切であった。
（2）補助対象経費として申請された交通費につい
て、ICカードへのチャージ代全額が申請され、当該
申請に対して補助金が交付されていた。この点につ
いて、所管課からは、チャージ金額2,000円について
は実費相当分であるという報告を事業者から受け
たということであった。しかしながら、具体的な経路
や個々の金額までは確認できておらず、本来交通
費は実費で申請されたものについて補助金が交付
されるべきである。

障害施策
推進課

　令和4年度において事業を実施し、同補助金の交
付決定に当たりましては、申請書類に添付された
資料の日付等と交付決定の日付に齟齬が生じな
いよう確認を行いました。また、交通費実費等を対
象とする場合には、実費の金額が確認できる資料
の提出を求めました。（令和5年度は6月末時点に
おいて事業実施予定はありません。）

措置済み

93
269
㌻

〇
社会福祉施設等
整備費補助金

　補助金について公募を原則とするとともに、選考
委員会の設置等も含めて、広く事業者を募る仕組
み、補助金を広く活用してもらえるよう周知する仕組
みを検討する必要がある。

障害施策
推進課

　施設整備補助事業における公募・選考委員会の
設置等の課題については、部内及び関係課との協
議を継続して行ってまいります。

検討中

34



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

94
276
㌻

〇
移動支援事業補
助金

　東大阪市地域生活支援事業補助金交付要綱第
12条第2項では、事業の実施の翌月の10日までに、
交付請求書及び実績報告書を提出することとされ
ているが、令和2年11月の事業実施分の実績報告
書の日付が全て令和3年1月25日となっている。これ
は、対象件数が膨大であり、実務上の便宜性から、
所管課での決裁後担当職員が手書きで報告日付を
記載しているとのことであった。
　このとおり、実際の事務と要綱の要求事項との間
に乖離が認められ要綱どおりの事務が行われてい
ない点は問題である。他市の状況等も参考に、例え
ば、情報処理システムへの投資等膨大な事務処理
をより効率化するための方策を積極的に検討すべ
きである。

障害福祉
認定給付課

　要綱どおりの事務が行えるよう、令和５年4月1日
付けで東大阪市地域生活支援事業補助金交付要
綱の改正を行いました。
　従来では、要綱第８条により事業を実施する月の
末日までに補助金交付申請書を提出させ、第9条
の交付決定を通知し、その後第12条第2項により、
補助金交付請求書とともに事業実績書を提出させ
る取り扱いであったところを、第８条及び補助金交
付申請書の様式を改正し、補助金の交付申請時
点で、事業の実績がわかる書類（事業実績書）を
提出させる運用としました。
　以上により、実際の事務と要綱の乖離を解消し、
要綱どおりの事務を行っています。

措置済み

35



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

95
279
㌻

〇
地域活動支援セン
ター事業Ⅲ型補助
金

　東大阪市地域生活支援事業補助金交付要綱第
12条第2項では、事業の実施の翌月の10日までに、
交付請求書及び実績報告書を提出することとされ
ているが、令和2年9月の事業実施分の実績報告書
日付が全て令和2年11月2日となっている。これは、
対象件数が膨大であり、実務上の便宜性から、所
管課での決裁後担当職員が手書きで報告日付を記
載しているとのことであった。
　このとおり、実際の事務と要綱の要求事項との間
に乖離が認められ要綱どおりの事務が行われてい
ない点は問題である。他市の状況等も参考に、例え
ば、情報処理システムへの投資等膨大な事務処理
をより効率化するための方策を積極的に検討すべ
きである。

障害福祉
認定給付課

　要綱どおりの事務が行えるよう、令和５年4月1日
付けで東大阪市地域生活支援事業補助金交付要
綱の改正を行いました。
　従来では、要綱第８条により事業を実施する月の
末日までに補助金交付申請書を提出させ、第9条
の交付決定を通知し、その後第12条第2項により、
補助金交付請求書とともに事業実績書を提出させ
る取り扱いであったところを、第８条及び補助金交
付申請書の様式を改正し、補助金の交付申請時
点で、事業の実績がわかる書類（事業実績書）を
提出させる運用としました。
　以上により、実際の事務と要綱の乖離を解消し、
要綱どおりの事務を行っています。

措置済み

96
281
㌻

〇
日常生活用具給
付事業補助金

　交付対象として不適切な事業者等を明確にして、
当該事業者等に対する補助金交付を防止するた
め、要綱において欠格要件を明確化し、交付申請
時に欠格要件に該当しないことを確認したうえで、
補助金を交付すべきである。

障害福祉
認定給付課

　令和５年4月1日付けで東大阪市地域生活支援事
業補助金交付要綱の改正を行い、要綱第9条第3
項に欠格要件を明記しました。

措置済み

36



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

97
282
㌻

〇
日常生活用具給
付事業補助金

　福祉事務所から用具使用者に対して、事前に発
行される「日常生活用具給付券」に記載される用具
契約額の「見積額」と実際の購入額に乖離があった
場合には、実際の購入額以上の補助金が交付され
る可能性があるため、ミスや不正は起こりうるもの
だという認識のもと、ミスや不正が生じていないこと
を確かめるために、実際の購入額、請求書、支払書
類等と「日常生活用具給付券」に記載される用具契
約額との整合性の確認を実施すべきである。

障害福祉
認定給付課

　見積りから納品、請求までの、実際の詳細な流
れを調査し、整合性の確認を取るためにはどういっ
た手順を加えるべきか、関係所属(各福祉事務所）
と会議をし、検討を進めています。

措置中

98
282
㌻

〇
日常生活用具給
付事業補助金

　東大阪市地域生活支援事業補助金交付要綱第
12条第2項では、事業の実施の翌月の10日までに、
交付請求書及び実績報告書を提出することとされ
ており、当該定めに従った適時の補助金請求及び
実績報告に基づく交付を担保するため、補助金の
交付申請にあたっては、「日常生活用具給付券」
に、適切な用具受領年月日を記載するように指導
すべきである。

障害福祉
認定給付課

　令和４年６月より、事業者に送付する補助金交付
決定通知書に留意事項の案内文を毎月同封し、
取り扱いを浸透させました。

措置済み

99
282
㌻

〇
日常生活用具給
付事業補助金

　補助金は各予算年度の間に実施された事業に対
して執行されるものであることから、これらの申請に
ついて令和2年7月分の補助金申請として受け付け
るべきではなく、補助金として交付するべきではな
かった。

障害福祉
認定給付課

　請求期日についての留意事項R4.6版を作成し、
令和４年６月より、受付審査時において、過年度の
給付券に係る請求は支払い不可とするよう課内で
共有したことにより、過年度分の請求があった際、
適切な説明を事業所へ行ったうえで、予算年度の
みの請求と改めさせる取り扱いに統一しました。

措置済み

37



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

100
282
㌻

〇
日常生活用具給
付事業補助金

　事業者等に対して適時、適切に事務を行うよう改
めて指導を行うとともに、補助の対象とするか否か
の判断基準やルールについて明確に定めることを
検討すべきである。

障害福祉
認定給付課

　請求期日についての留意事項R4.6版を作成し、
令和４年６月より、事業者に送付する補助金交付
決定通知書に留意事項の案内文を毎月同封し、
取り扱いを浸透させました。
　受付審査時において、過年度の給付券に係る請
求は支払い不可とするよう課内で共有したことによ
り、過年度分の請求があった際、適切な説明を事
業所へ行ったうえで、予算年度のみの請求と改め
させる取り扱いに統一しました。

措置済み

101
282
㌻

〇
日常生活用具給
付事業補助金

　所管課としても、申請時期等が不適切なものが含
まれていないか、チェックする仕組みを検討し、当該
仕組みにしたがってチェックを行う必要がある。

障害福祉
認定給付課

　請求期日についての留意事項R4.6版を作成し、
令和４年６月より、受付審査時において、過年度の
給付券に係る請求は支払い不可とするよう課内で
共有したことにより、過年度分の請求があった際、
適切な説明を事業所へ行ったうえで、予算年度の
みの請求と改めさせる取り扱いに統一しました。
　また、令和５年1月分より、支払い時の承認ルート
において、チェック項目を明確化した「承認時確認
リスト」を添付することで、必要なチェックが漏れな
い仕組みを開始しました。

措置済み

38



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

102
293
㌻

〇
民生委員関係事
業補助金

　補助金の精算にあたっては、事業年度終了後2か
月以内に事業の実績等を記載した実績報告書及び
活動事業補助金については東大阪市民生委員・児
童委員活動事業補助金積算内訳書を提出しなけれ
ばならない。しかしながら、協議会連合会内で監事
による会計監査を受けていることを理由として、当
該会計監査報告書を確認するのみで支出内容の妥
当性について何ら検証されておらず、検証するため
の領収書等の支出を証する証跡の提出を求めてい
ない。補助金として支給するのであれば、会計監査
報告だけでなく、費用の内容について検証が必要で
あると考えられる。そのため、十分な実績報告の検
査が行われているとは言い難い状況である。

生活支援課

　広報啓発事業補助金については、令和４年度末
に民生委員児童委員協議会連合会の事務局であ
る東大阪市社会福祉協議会において現地調査を
実施し、令和４年度実績報告書に記載された費目
に関して領収書の確認を行い、全て適正に支出さ
れていることを確認しました。
　活動事業補助金については、その性質から現在
の補助金としての位置付けについて、負担金等と
しての取扱いへ変更することを含め、現在見直しを
行っております。費用の検証についてもその見直し
に併せ、必要かつ適正な検査方法について検討し
てまいります。

措置中

103
293
㌻

〇
民生委員関係事
業補助金

　東大阪市民生委員・児童委員活動広報啓発事業
補助金交付要綱及び東大阪市民生委員・児童委員
活動事業補助金交付要綱において、実績報告書提
出時に補助対象経費の支出証憑の添付を求める
規定がないため要綱上の規定の見直しを行う必要
がある。

生活支援課

　広報啓発事業補助金については、東大阪市民生
委員・児童委員活動広報啓発事業補助金交付要
綱を令和5年4月1日付で改正し、実績報告書提出
にあたっては事業に支出した領収書の写しを添付
する旨の規定を追加しました。
　活動事業補助金については、その性質から現在
の補助金としての位置付けについて、負担金等と
しての取扱いへ変更することを含め、現在見直しを
行っております。支出証憑の添付を求める規定に
ついてもその見直しに併せ、必要に応じて検討して
まいります。

措置中

39



令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

104
294
㌻

〇
民生委員関係事
業補助金

　民生委員活動費について既述のとおり、民生委員
一人当たり60,200円、民生委員会長活動費負担金
が一人当たり50,000円、地区民生委員協議会活動
推進費負担金が一人あたり5,400円と定められてい
る。このうち、地区民生委員協議会活動推進費負担
金を一人あたり5,400円とする根拠がない。
　補助単価について、根拠を明確にするとともに、
定期的な見直しを行う必要がある。

生活支援課

　地区民生委員協議会活動推進費負担金一人あ
たり5,400円の根拠については、地方交付税措置
により地区民生委員協議会活動推進費として定め
られている1か所当たり年額250,000円に民生委員
協議会数を乗じて得た金額に相当額を加算し、一
人当たりの単価を算出したものです。
　活動事業補助金については、その性質から現在
の補助金としての位置付けについて、負担金等と
しての取扱いへ変更することを含め、現在見直しを
行っております。補助単価の根拠の明確化及び定
期的な見直しについてもその見直しに併せて検討
してまいります。

検討中

110
316
㌻

〇
高齢者自転車用
ヘルメット購入費
助成事業補助金

　市民の命と健康を守るという観点から、補助対象
者の拡大や他の課との協働を検討すべきである。

安全調整課
　令和5年度は、当該補助金事業の実施はありま
せんが、今後の事業のあり方について検討してま
いります。

検討中
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

111
316
㌻

〇
高齢者自転車用
ヘルメット購入費
助成事業補助金

　概算払を行う場合には、その理由を明確にすべき
であるし、また市費の確保や、管理コストの削減の
観点から、概算払の対象から除外することも検討す
べきである。

安全調整課
　令和5年度は、当該補助金事業の実施はありま
せんが、今後の事業のあり方について検討してま
いります。

検討中

112
319
㌻

〇
農業用排水路維
持管理補助金

　要綱において他の補助金と重複して申請すること
を禁ずる規定を設けるとともに、他の課とも協力し
重複申請がないことについて確かめる必要がある。

土木工営所
　令和5年度より要綱を変更し、重複申請を禁じる
規定を設けています。

措置済み

115
332
㌻

〇
地域まちづくり推
進会議補助金

　概算払の必要性と理由について検討するととも
に、それらの内容について決裁を経るべきである。

住宅改良室
　令和5年4月1日付けで、東大阪市まちづくり活動
支援制度要綱を改正し、概算払を行う必要性を要
綱に示しました。

措置済み
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令和３年度包括外部監査結果及び意見に対する措置状況の内容（令和5年6月末日現在）

整理
番号

報告書
ページ

結
果

意
見

監査の結果又は
意見の概要

内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

116
332
㌻

〇
地域まちづくり推
進会議補助金

　要綱において、実績報告書の提出の際に支出証
憑の添付を求める旨の規定がないことから、要綱の
見直しを行うべきである。

住宅改良室
　令和5年4月1日付けで、東大阪市まちづくり活動
支援制度要綱を改正し、実績報告書に支出証憑
の添付を求める旨の規定を設けました。

措置済み

117
337
㌻

〇
老朽住宅解体除
去補助金

　東大阪市住宅密集地区木造賃貸住宅等除却補
助金交付要綱第4条（2）の1㎡あたりの単価12,000
円は平成26年度の補助金の導入時に市営の木造
住宅の除却費用を基に基準を算定している。また、
補助金の限度額については地区内の木造建築物
の平均延べ床面積を250平方メートルであることを
固定資産税に係る台帳から算出し、計算している。
一方で、平成26年度からは相当期間経過しており、
直近の実績から算出した除却費用から妥当かどう
かについて検証すべきである。

市街地整備課

　昨年度、検討した結果、令和7年度に密集市街地
の解消予定と掲げている中で、現時点で除却費用
の単価改定は過年度に補助金を支払った方々に
対しての説明が難しいと考えました。本事業が令
和８年度以降継続されるのであれば、そのタイミン
グで検討を行い、他部局とも協議を重ねたいと考
えます。単価については、引き続き注視するよう努
めます。

検討中
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見
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内容 担当課
措置状況内容
(令和5年6月末日)

措置の状況
(令和5年6月末日)

119
346
㌻

〇
空き家等対策補
助金

　補助金の効果測定方法を検討し、予算折衝以外
に必要性を問い、継続的にモニタリングを行うため
の実効性のある仕組みを検討する必要がある。

空家対策課

　特定空家等については、放置することが不適切
であると規定されており、地域に悪影響を及ぼす
不良住宅又は特定空家等を撤去すること自体がそ
の状態の解消になると考えておりますが、付随的
な効果として、令和3年度に補助金を使って解体し
た物件の解体前後の固定資産税の比較を行った
ところ、厳格に比較はできないものの、トータルで
税収の増加を認めております。

措置済み

122
357
㌻

〇
学校園保健会補
助金

　補助金未使用額は本来市の財源となるものであ
ることから、年度により恣意的に精算要否が決定さ
れるべきではない。令和元年度の未使用額75,733
円は速やかに戻入させるとともに、今後運用基準等
に戻入基準を定めることにより、恣意的に精算の要
否を決定しないような仕組作りについて検討すべき
である。

教職員課
　東大阪市学校園保健会運営費補助金要領で戻
入基準を定め、令和元年度分の未使用額も含めて
戻入を行っています。

措置済み
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123
357
㌻

〇
学校園保健会補
助金

　学校園保健会補助金に関する要綱等では実績報
告書提出時に補助対象経費の支出証憑の添付を
求める旨の規定がないため、要綱の規定の見直し
も必要である。

教職員課

　東大阪市学校園保健会運営費補助金要領の改
正、または、「東大阪市学校園保健会運営補助金
交付決定通知書」に実績報告書提出時の領収証
等（写し）の添付義務を明記することを検討いたし
ます。

検討中
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(令和5年6月末日)

124
363
㌻

〇
学校給食会運営
補助金

　賞味期限切れ前の食品を廃棄することに関する
合理的な説明は得られなかった。
　未利用食品への利用の対応は、例えばインフル
エンザによる学級閉鎖時等への対応にも役立つも
のであることから、取組を充実・強化すべきである。

学校給食課

　指摘されている件については、「事業者より学校
給食会に提出された「廃棄物処理証明書」（2020年
8月4日廃棄）を確認したところ、賞味期限切れ前の
食品が廃棄されています（さんま素焼きレトルト
296個　賞味期限8月18日）」ということでしたが、当
時は長期にわたる学校臨時休業（期間の目途がな
く、途中で休業期間が延長された）があり、その間
に使用する予定であった本食材については、給食
がない夏休み期間中ということで使用する機会を
失い、業者としても在庫保有コストがかかってくるこ
とから、やむをえず廃棄されました。基本的には、
学級閉鎖があったとしても、他の献立で使用する
等の方法をとっており、積極的に未利用食品への
利用対応を検討するのではなく、引き続き未利用
食品を発生させない取り組みを進めることとします
が、食材によっては、全く検討の余地がないわけで
はないので、コストを見つつ、指摘されている趣旨
を踏まえながら、今後の課題と致します。

検討中
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125
364
㌻

〇
学校給食会運営
補助金

　学校給食会運営補助金の精算について、東大阪
市学校給食会運営補助金交付要綱では会計年度
終了後60日以内に実績報告書を提出し、その後精
算することとなっている。資料を閲覧したところ、令
和元年度の実績報告書提出日付は令和2年5月22
日、「納付・収納済通知書」による納付精算日付は
令和2年12月23日（精算額226,000円）であった。
　令和2年度について確認したところ、令和2年度実
績報告書の提出日付は令和3年5月31日、精算額
224,000円の「納付・収納済通知書」の納付日付は
令和3年7月15日であった。
　精算は実績報告書提出後速やかに行うべきであ
る。

学校給食課

　ご指摘を踏まえ、令和４年度の実績報告書につ
いては令和5年5月31日付けで受領し、精算につい
ては令和5年6月16日に「納付・収納済通知書」の
発行を行っています。今後も速やかな精算に努め
てまいります。

措置済み
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126
373
㌻

〇
文化団体活動補
助金

　文化団体補助金は交付要領において補助事業者
を「東大阪市文化連盟」と限定し、交付目的を「東大
阪市文化連盟の文化活動のために」と記載してい
る。補助金要領において補助事業者を定めること
は、他の団体の補助金応募に対する公平な機会を
奪うこととなり、公益性の観点から適当でない。
　また、東大阪市補助金等交付規則第4条にあると
おり、「補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長
が定める」ものであり、市の財政状況や、補助事業
の申請内容に応じて毎期変動することが想定され
ているにも関わらず、当補助金交付要領において
補助金額が定額（732千円）と定められている。補助
金額を交付要領において定額と定めることは、経済
性の観点から適当でない。
　補助事業者の選定については公募を検討し、また
補助金額は毎年度の補助事業者からの申請に基
づき市が決定することとすべきである。

社会教育
センター

　東大阪市文化団体活動補助金交付要領につい
ては、包括外部監査結果及び意見として指摘をい
ただいた点を踏まえて、4月1日付で全部改正を行
いました。
　補助事業者の選定については、東大阪市内で文
化・芸術に携わる多くの事業者が東大阪市文化連
盟に加盟する団体に所属しており、令和4年5月時
点で各所属団体全体の会員数の合計が約2,900名
となっております。また、新しい団体も近年加入し
てきていることからも、検討の結果、本市の文化団
体の活動促進のための補助金を、当該連盟へ交
付することが適切であると考えられるため、継続と
するところです。
　また、要領の全部改正により、補助金額は毎年
度の補助事業者からの申請に基づき市が決定す
ることとなりました。

措置済み

127
374
㌻

〇
文化団体活動補
助金

　昭和42年以降の長期にわたって補助事業が継続
されていることも勘案し、事業への参加人数等の確
認等、対象事業に対する効果測定を実施し、補助
事業全体の必要性も含めて検討をすべきである。

社会教育
センター

　文化団体活動補助金にて補助を行っている、東
大阪市文化連盟加盟団体が開催している各市民
文化祭について、令和4年度は出演者数と観客数
の合計が約5,800人に上っていることからも、検討
の結果、補助事業全体の必要性があると判断した
ものです。

措置済み
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374
㌻

〇
文化団体活動補
助金

　所管課は、要領において補助金の交付目的を個
別の事業に限定し、事業の目的に限って補助金の
使用を許可し、補助金の未使用額を把握すべきで
あり、また補助金の返還の要否について客観的に
判断するためのルール及び仕組みを設けるべきで
ある。

社会教育
センター

　東大阪市文化団体活動補助金交付要領につい
ては、包括外部監査結果及び意見として指摘をい
ただいた点を踏まえて、令和5年4月1日付で全部
改正を行いました。
　また、補助金の返還の要否について客観的に判
断するためのルール及び仕組みとして、要領第3
条にて、補助対象となる経費について別表で定
め、第6条第2項第2号にて、精算の結果、補助金
に残額が生じたときは返納することといたしまし
た。

措置済み
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